
 

千葉市では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付」に関するコールセンターを設置

しますので、お知らせします。 

 

１ 設置目的 

今回の追加給付に関する相談や、本市で生活保護を受けていた方（生活保護廃止世帯）

の申出方法などについて案内を行うため、設置するものです。 

 

２ コールセンター概要 

（１）開設期間 

   令和８年３月３０日（月）～令和９年３月３１日（水） 

（２）電話番号 

   ０４３－４００－３５８８ 

（３）受付時間 

   平日 ９：００～１７：００ 

（４）市ホームページ 

   【URL】https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/saikousaihannketutuikakyuuhu.html  

 

３ 制度に関する問い合わせ  

  最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター（厚生労働省委託事業） 

電話番号（フリーダイヤル） ０１２０－１７９－４４５ 

受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

〇ホームページ 

【URL】https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ 

 
 令和８年３月３０日 

保健福祉局  
保護課 
電話 ２４５－５１０８ 
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